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お知らせ

大
田
原
市
の
制
度
融
資
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

森
林
の
所
有
者
届
出
制
度
が

４
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た

　

森
林
法
の
改
正
に
よ
り
、
今
年
4
月
以
降
に

森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
方
は
、
市
長

へ
の
事
後
届
け
出
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

●
届
出
対
象
者　

個
人
･
法
人
を
問
わ
ず
、

　

売
買
や
相
続
な
ど
に
よ
り
森
林
の
土
地

　

を
新
た
に
取
得
し
た
方

※
面
積
に
か
か
わ
ら
ず
届
出
が
必
要
。
国
土

　

利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土
地
売
買
契
約
の

　

届
出
を
提
出
し
て
い
る
方
は
対
象
外
。

●
届
出
期
間
お
よ
び
提
出
先　

土
地
の
所
有
者

　

と
な
っ
た
日
か
ら
90
日
以
内
に
、
取
得
し
た

　

土
地
の
あ
る
市
(町
村
)長
に
届
出
を
提
出
。

●
届
出
事
項

①
森
林
の
土
地
所
有
者
届
出
書
(農
林
整

　

備
課
備
え
付
け
)

②
登
記
事
項
証
明
書
、
土
地
売
買
契
約
書

　

な
ど
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
が
分
か
る

　

書
類
の
写
し

③
土
地
の
位
置
を
示
す
図
面

■
問
い
合
わ
せ

　

市
農
林
整
備
課
林
業
振
興
係

　
　
　

(２
３
)８
１
２
６

　

県
北
環
境
森
林
事
務
所
林
業
経
営
課

　
　
　

(２
３
)６
３
６
５

○
事
業
資
金
の
円
滑
な
借
り
入
れ
を
促
進

　

市
内
の
金
融
機
関
に
融
資
の
元
本
の
一

　

部
と
な
る
資
金
を
預
託
す
る
こ
と
で
、

　

一
般
の
金
融
機
関
の
貸
付
利
率
よ
り
低

　

金
利
で
中
小
零
細
企
業
者
が
資
金
を
借

　

り
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

○
借
り
入
れ
の
際
の
経
費
負
担
を
軽
減

　

融
資
を
受
け
る
た
め
に
は
、
栃
木
県
信
用

　

保
証
協
会
の
公
的
保
証
が
必
要
で
す
が
、
こ

　

の
保
証
に
掛
か
る
保
証
料
は
市
の
全
額
補
助

　

の
た
め
、
借
り
主
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

信
用
保
証
料
の
補
助
は
年
に
何
回
融
資

　

を
利
用
し
て
も
全
額
補
助
さ
れ
ま
す
。

【資
金
繰
り
の
円
滑
化
を
支
援
す
る
た
め
の
対
策
】

○
対
策
実
施
期
間

　

４
月
２
日
(月
)〜
平
成
25
年
３
月
29
日
(金
)

《
市
制
度
融
資
の
借
り
換
え
》

　

中
小
企
業
者
事
業
資
金
(市
制
度
融
資
)

の
既
存
貸
付
残
額
を
新
規
融
資
に
よ
り
借

り
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
借
り
換
え
が
可
能
な
資
金
市
制
度
融
資
資
金

　

(小
口
・
設
備
・
特
別
小
口
零
細
企
業
資
金
)

※
創
業
支
援
資
金
の
借
り
換
え
は
不
可

○
借
り
換
え
る
た
め
の
資
金

　

小
口
資
金
(1
件
に
つ
き
5
0
0
万
円

　

以
内
、
返
済
期
間
5
年
以
内
)

○
対
象
者　

市
制
度
融
資
資
金
の
既
存
融
資
が

　

あ
り
、
借
り
換
え
に
よ
り
健
全
な
事
業
活
動

　

の
維
持
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
中
小
企
業
者

○
『
借
り
換
え
』
の
条
件

・
据
置
期
間
に
あ
る
貸
し
付
け
は
対
象
外

・
責
任
共
有
制
度
対
象
の
貸
し
付
け
を
責

　

任
共
有
制
度
対
象
外
の
貸
し
付
け
で
借

　

り
換
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
借
り
換
え
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
取
扱
金
融

　

機
関
・
信
用
保
証
協
会
の
審
査
あ
り

《
市
制
度
融
資
の
償
還
期
間
延
長
》

○
対
象　

市
制
度
融
資
の
全
資
金

○
延
長
期
間　

現
在
の
融
資
規
則
で
定
め
る

　

融
資
期
間
を
超
え
て
３
年
を
限
度
に
、
取
扱

　

金
融
機
関
・
信
用
保
証
協
会
が
認
め
た
期
間

※
融
資
期
間
の
延
長
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
取

　

扱
金
融
機
関
・
信
用
保
証
協
会
の
審
査
あ
り

《
創
業
支
援
資
金
も
利
子
補
給
金
制
度
の
対
象
》

　

こ
れ
ま
で
小
口
資
金
･
設
備
資
金
･
特
別

小
口
零
細
企
業
資
金
の
利
用
者
の
み
の
対
象

で
し
た
が
、
創
業
支
援
資
金
も
利
子
の
補
給

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

利
子
補
給
制
度
は
、
融
資
額
の
１
％
ま

た
は
支
払
っ
た
利
子
額
の
少
な
い
金
額
を

補
助
す
る
制
度
で
す
。
(同
一
中
小
企
業
者

は
１
年
度
に
つ
き
１
度
の
融
資
の
み
)

●
そ
の
他

①
小
口
資
金
、
設
備
資
金
、
特
別
小
口
細
企

　

業
資
金
、
創
業
支
援
資
金
の
利
用
に
は
、

　

す
べ
て
栃
木
県
信
用
保
証
協
会
の
保
証
が

　

必
要
で
す
。
保
証
が
受
け
ら
れ
な
い
方
は

　

利
用
で
き
ま
せ
ん
。

②
大
田
原
市
税
の
現
年
度
分
(納
期
限
前
の
分

　

は
除
く
)、
ま
た
は
過
年
度
分
に
滞
納
が
あ

　

る
方
は
制
度
融
資
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
し
込
み　

市
内
の
銀
行
、
信
用
金
庫
、

　

信
用
組
合
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

商
工
観
光
課
商
業
振
興
係

　
　
　

(２
３
)８
７
０
９

　　   

個
人
は
不
要
・
企
業
は
代
表
者
の
み

【 融資一覧 】
保証人

*市内に１年以上居住
していて、市内の同
一事業所(雇用従業員
が常時１人以上)に１
年以上勤務し、年齢
が満20歳以上の方

*市内に創業しよう
としている個人ま
たは企業
*市内に創業後１年
未満の中小企業者

上記の条件のほか
*中小企業信用保険
法に定める小規模
企業者
*信用保証協会の保
証残高が1,250万
円以下の事業者で
あること

*中小企業基本法に
定める中小企業者
であること
*市内において１年
以上引き続き同一
事業を営んでいる
こと
*その経営が健全で
あり返済能力が確
実であると認めら
れること

 資金の使途 融資を受ける条件 融資限度額 返済期間と利率 返済
方法区分

５年以内
　年2.3%

１従業員
につき200
万円以内 １

名

５年以内
　年1.9%

３年以内
　年1.6%
５年以内
　年1.8%

５年以内
　年2.0%
７年以内
　年2.2%
10年以内
　年2.5%

３年以内
　年1.7%
５年以内
　年2.0%

１企業に
つき500
万円以内

１年度１
企業につき
1,000万円
以内

１ 件につき
500万円
以内小

口
融
資

設
備
資
金

特
別
小
口
零
細
企
業
資
金

創
業
支
援
資
金
中
小
企
業
者
従
業
員

福
利
厚
生
資
金

*商品(材料)の
仕入資金
*運転資金
*買掛金などの
決済資金
*その他諸経費
の支払い

*機械･設備･車
両の購入資金
*店舗･工場･建
物などの新
築･改築

*不慮の災害
*冠婚葬祭
*子弟の教育
*疾病の療養
および分娩

用途によ
り上記と
同じ(ただ
し､１事業
者につき
1,250万円
以内）

月
賦
返
済
ま
た
は
一
括
返
済

月
賦
返
済

上
記
の
す
べ
て
の
用
途
に
利
用
で
き
ま
す


